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高松市住宅耐震改修等事業補助金交付要綱  

 

制定 平成２３年４月１日  

（目的）  

第１条 この要綱は，住宅の耐震改修等を実施する当該住宅の所有者に対し，

予算の範囲内で，高松市住宅耐震改修等事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することにより，住宅の耐震性の向上を図り，もって市民の安

全を確保することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。  

（１）耐震改修等 住宅の耐震診断および耐震改修工事（補強設計を含む。）

をいう。  

（２）住宅 戸建て住宅，長屋建て住宅および併用住宅（住宅以外の用に供す

る部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のものをいう。）をいう。ただ

し，枠組壁工法，丸太組工法および昭和５６年５月３１日以前に建設大臣

による特別な認定を得た工法によるものは除く。  

（３）耐震診断 次の各号に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者（建

築士の資格を有し，別表第１に定める講習を受講した者または建築士法

（昭和２５年法律２０２号）第１０条の２第４項に規定する構造設計一級

建築士をいう。）が行う住宅の地震に対する安全性の評価をすることをい

う。  

ア 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第３章第８節に規定

する構造計算によるもの  

イ 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針

（平成１８年国土交通省告示第１８４号。以下「基本方針」という。）

別添第１に示すもの。  

ウ アまたはイに掲げるもののほか，これらと同等以上の評価精度を有す

ると認められるもの  

（４）耐震改修工事 次の各号に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地
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震に対する安全性の向上を目的として，市内に営業所を設けている事業者

が施工する補強または改修の工事（補強設計を含む。）をいう。  

  ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１９条および第２０条の

規定に適合するように行われるもの  

イ 基本方針別添第２に示すもの  

ウ アまたはイに掲げるもののほか，これらと同等以上に安全性を向上さ

せると認められるもの  

２ 前項に規定するもののほか，この要綱において使用する用語は，建築基準  

 法および建築基準法施行令において使用する用語の例による。  

（補助対象住宅）  

第３条 補助金の交付対象となる住宅は，次に掲げる要件を満たすものでなけ

ればならない。  

（１）昭和５６年５月３１日以前に着工されていること。  

（２）市内に住所を有する者が自ら所有しているものであり，耐震改修工事を

行った後も，主たる居住の場として利用されること。ただし，市長が認め

る場合はこの限りでない。  

（３）耐震改修工事については，耐震診断により，構造耐力上主要な部分の地

震に対する安全性が，地震により倒壊し，もしくは崩壊する危険性が高い

と評価され，または倒壊する危険性があると評価されていること。  

（４）補助金の交付申請の時点において，特定行政庁から建築基準法第９条第

１項の規定に基づく措置が命じられていないなど，同法の規定に基づく重

大な違反がないこと。  

（補助対象者）  

第４条 補助金の交付を受けることができる者は，次の要件を満たすものでな

ければならない。  

（１）住宅の所有者であること。ただし，市長が認める場合は，この限りでな

い。  

（２）自己に課せられた本市の市税のうち当該補助金の交付申請の日以前に納

期（延納，納税の猶予または納期限の延長に係る期限を含む。）が到来し

た税額（延納，納税の猶予または納期の延長があった場合は，これらに係
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る期限が当該申請の日の翌日以降に到来するものを除く。）を完納してい

ること。  

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は，１敷地ごとに次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号

に定める額とする。  

（１）耐震診断 耐震診断に要する費用の３分の２に相当する額または６万

円のいずれか少ない額  

（２）耐震改修工事 次のアおよびイに掲げる額の合計額  

ア 耐震改修工事に要する費用（補強設計費用を含む。）費用の２分の１

に相当する額または６０万円のいずれか少ない額  

イ 租税特別措置法（昭和３３年法律第２６号）第４１条の１９の２に規

定する所得税の特別控除の額  

２ 前項第２号に掲げる補助金の交付に当たっては，あらかじめ同号イに掲げ

る額を差し引いて，同号アに掲げる額を交付するものとする。  

３ 前項の規定により算出された補助金の額に，１，０００円未満の端数があ

るときは，これを切り捨てるものとする。  

（補助金の交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，別

表第２に掲げる書類を添えた補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出

しなければならない。  

２ 住宅が共有に係るものである場合は，代表者を申請者とする。  

（補助金の交付決定）  

第７条 市長は，前条の補助金交付申請書の提出があった場合は，その内容を

審査し，適当と認めたときは，補助金の交付を決定し，補助金交付決定通知

書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

２ 市長は，補助金の交付を決定する場合においては，必要な条件を付するこ

とができる。  

（補助事業の変更等）  

第８条 申請者は，次の各号にいずれかに該当するときは，あらかじめ，当該

各号に掲げる申請書および届出書を市長に提出しなければならない。  
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（１）補助事業（補助金の交付を受けて耐震改修等を行うことをいう。以下同

じ。）の内容を変更するとき 補助金交付変更申請書（様式第３号）  

（２）補助事業を中止し，または廃止しようとするとき 補助事業中止（廃

止）届出書（様式第４号）  

２ 市長は，前項第１号の申請書の提出があった場合は，その内容を審査し，

適当と認めたときは，補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により申請

者に通知するものとする。  

（事業が期日までに完了しない場合等の報告）  

第９条 申請者は，事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しな

いとき，またはこの遂行が困難になったときは，速やかに完了期日変更報告

書（様式第６号）によって市長に報告し，その指示を受けなければならない。  

（完了実績報告）  

第１０条 申請者は，補助事業が完了したときは，その完了の日から起算して

２０日以内に完了実績報告書（様式第７号）を市長に提出しなければならな

い。  

 （検査等）  

第１１条 市長は，必要があると認めるときは，職員に書類の検査をさせ，ま

たは事業の執行状況について現地を検査させることができる。  

（補助金の交付指令）  

第１２条 市長は，第１０条の完了実績報告書の提出があった場合は，その内

容を審査し，必要に応じて現地調査を行い，適当と認めたときは，補助金の

額を決定し，補助金交付指令書（様式第８号）により申請者に通知し，交付

するものとする。  

（補助金の請求）  

第１３条 申請者は，前条の規定による通知を受けたときは，所定の請求書に

より，補助金の交付を市長に請求しなければならない。  

（交付決定の取消し）  

第１４条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，  

補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。  

（１）虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。  
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（２）補助金を交付の目的以外に使用したとき。  

（３）補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に対し重大な違反をし，

かつ，その是正のための市長の指示または命令に従わないとき。  

（４）補助金の交付決定の前に，事業に着手したとき。  

（５）その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。  

（補助金の経理）  

第１５条 申請者は，補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し，補助

事業の完了後５年間保存しなければならない。  

（補助金の返還）  

第１６条 市長は，補助金の交付決定を取り消した場合において，その取消し

に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは，補助金返還命令書（様

式第９号）により，期限を定めてその返還を命ずるものとする。  

（指導および監督）  

第１７条 市長は，必要があると認めるときは，補助事業を実施している申請

者，耐震診断技術者，耐震改修施工者等（次項において「申請者等」とい

う。）に対し，事業の計画または施工の状況等に関する報告を求めることが

できる。  

２ 市長は，申請者等に対し，補助事業の適正な執行を確保するために必要な

措置を講ずることを命じ，または必要な助言もしくは勧告をすることができ

る。  

 （委任）  

第１８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が定める。  

 

附 則  

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。  
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別表第１ 耐震診断技術者に求められる講習会  

（１）財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断・耐震補強技術

者養成講習会  

（２）香川県による木造住宅耐震対策講習会  

（３）その他市長が認める講習会  

 

別表第２ 申請等に必要な書類  

関係条項 添付書類 

第６条 

交付申請 

（耐震診断） 

１ 住宅の所有者および建築年が確認できる書類で，以下のい

ずれかの写し 

(１)住宅の建築時の建築確認通知書または検査済証 

(２)住宅の登記簿謄本 

(３)住宅の固定資産課税台帳登録証明（建築年が記載された

もの） 

(４)その他住宅の所有者および建築年を証明することができ

る書類 

２ 住民票その他住所が確認できるもの 

３ 納税証明書 

４ 所有者以外の者による申請の場合は，所有者の承諾書 

５ 既存住宅に係る設計図書 

(１)付近見取図（方位，道路および目標となる地物を明示し

たもの） 

(２)配置図，各階平面図（既存図面がない場合は、診断しよ

うとする住宅の状況がわかる写真に替えることができる） 

６ 耐震診断に係る見積書の写し 

７ その他，市長が必要と認める書類 

（耐震改修工事） 

※ 耐 震 診 断 の 補 助 を 受 け た 者 は ， １ か ら ４ ま で な ら び に ６
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（１）は，省略することができる。 

１ 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で，次のいずれ

かの写し 

(１)住宅の建築時の建築確認通知書または検査済証 

(２)住宅の登記簿謄本 

(３)住宅の固定資産課税台帳登録証明（建築年が記載された

もの） 

(４)その他住宅の所有者，建築年を証明することができる書

類 

２ 住民票その他住所が確認できるもの 

３ 納税証明書 

４ 所有者以外の者による申請の場合は，所有者の承諾書 

５ 耐震診断報告書（別紙様式第１号） 

６ 既存住宅耐震改修工事に係る設計図書 

(１)付近見取図（方位，道路および目標となる地物を明示し

たもの） 

(２)配置図，各階平面図（建築基準法施行規則第１条の３の

表１に掲げる事項および耐震改修を行う部分を明示した

もの） 

(３)立面図または断面図（高さがわかるもの） 

(４)補強計画時の構造評価がわかる計算書（耐震診断技術者

が行ったもの） 

(５)基本方針別添第２に示す計算を行ったものは，耐震改修

工事に係る構造詳細図 

(６)その他，耐震改修工事内容が確認できる図書 

７ 耐震改修工事費の見積書の写し 

８ 建築基準法第６条および第６条の２の規定に基づく建築確

認済証の写し（建築確認が必要な場合に限る） 

９ その他，市長が必要と認める書類 
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第８条 

交付変更申

請 

 

第１０条 

完了実績報

告 

（耐震診断・耐震改修工事） 

１ 補助金交付変更申請書（別紙様式第３号） 

２ 変更に係る部分に関する書類 

 

（耐震診断） 

１ 耐震診断報告書（別紙様式第１号） 

２ 配置図、各階平面図（建築基準法施行規則第 1 条の３の表

１に掲げる事項）  

３ 耐震診断に係る業務委託契約書の写し 

４ 耐震診断に要した費用の領収書の写し 

５ 調査等の状況写真（２～３枚程度） 

 

（耐震改修工事） 

１ 耐震改修工事結果報告書（耐震診断技術者が行ったもの）

（別紙様式第２号） 

２ 耐震改修工事に係る請負契約書の写し 

３ 耐震改修工事に要した費用の領収書の写し 

４ 補強または改修工事の施工写真（改修前後および隠蔽部分

が判明できる写真）および必要に応じて出荷証明書等工事

関係書類 

５ 交付申請時と改修場所や工法が変更した場合は，それらが

分かる平面図等 

６ 建築基準法第７条および第７条の２の規定に基づく検査済

証の写し（建築確認を受けた建築物に限る） 

 

 


